
別記 

個人情報及び特定個人情報取扱特記事項（令和７年４月１日改正予定） 

 

（基本的事項） 

第１条 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務を遂行する

に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正

に行わなければならない。 

 

（定義） 

第２条 この契約で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57 号。以下「個人情報保護法」という。）及び行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「番号利用法」と

いう。）で使用する用語の例による。 

 

（従事者の範囲の指定） 

第３条 受託者は、この契約による個人情報を取り扱う業務に従事する者（以下「従事

者」という。）の範囲、責任区分等を明確にし、特定された従事者以外の者が当該個人

情報にアクセスすることがないようにしなければならない。 

２ 受託者は、この契約による特定個人情報を取り扱う業務に関して、発注者に対し前

項で特定された従事者の名簿を提出しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第４条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏ら

してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（収集の制限） 

第５条 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、

当該業務を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければ

ならない。 

 

（安全確保の措置） 

第６条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、改ざん、

滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなけ

ればならない。 

 

（作業場所等の特定） 

第７条 受託者は、この契約による業務を処理するために個人情報を取り扱うときは、

その作業を行う場所及び当該個人情報を保管する場所を明確にし、あらかじめ発注者

の承諾を得るものとする。 

２ 特定個人情報の閲覧及び更新は、発注者の指定する場所又は受託者が管理する静脈

認証等の機能を有した高セキュリティ区域内で行うものとする。 

 

（持出しの禁止） 

第８条 受託者は、この契約による業務を処理するために必要があるときを除き、個人

情報が記録された資料等を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。ただ

し、書面による発注者の指示又は承諾があるときはこの限りではない。 
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（利用及び提供の制限） 

第９条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の目的以

外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、書面による発注者の

指示又は承諾があるときはこの限りではない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第 10条 受託者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供された個人情

報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、書面による発注

者の指示又は承諾があるときはこの限りではない。 

 

（再委託の禁止） 

第 11条 受託者は、この契約による個人情報を取り扱う業務を自ら行うものとし、第三

者にその取扱いを委託してはならない。ただし、受託者からの事前の書面による申請

により、発注者の承諾があるときはこの限りではない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、この契約による個人情報を取り扱わせる場

合には、本特記事項と同等の内容について、当該第三者（以下「再委託先」という。）

との間で契約しなければならない。 

３ 前２項の規定は、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

 

（媒体等の返却及び消去等） 

第 12条 受託者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は

自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された媒体等は、業務完了後直ちに

発注者に返却、消去又は廃棄等をするものとする。ただし、発注者が別に指示したと

きは、その指示に従うものとする。 

２ 受託者は、この契約による業務に係る個人情報を消去又は廃棄等をするときは、物

理的な破壊、溶解等の復元又は判読が不可能な方法によらなければならない。 

３ 受託者は、この契約による業務に係る個人情報を消去又は廃棄等をしたときは、消

去又は廃棄等をした記録を保存するとともに、発注者に対して写真等を付した消去又

は廃棄等を証明する書類を交付しなければならない。 

 

（運搬） 

第 13条 受託者は、この契約による業務を処理するため、又は当該業務完了後において

個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等

を防止するため、受託者の責任において、確実かつ適切な方法により運搬しなければ

ならない。 

 

（従事者への監督又は教育研修） 

第 14条 受託者は、従事者に対して、適切な監督を行うとともに、在職中及び退職後に

おいて、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知ら

せてはならないことその他個人情報の保護に関し、必要な事項を研修するものとする。 

 

（事故報告） 

第 15条 受託者は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生し、又は

発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに発注者に報告しなければならない。 

２ 前項の場合において、受託者は速やかに原因究明等必要な調査を行うとともに、再

発防止策を策定するものとし、発注者に対し調査結果及び再発防止策の内容を報告し

なければならない。 



（調査） 

第 16条 発注者は、この契約による業務に係る個人情報の取扱いに関して、受託者の作

業に立ち会い、又は必要な事項について調査することができる。 

２ 受託者は、前項による立ち合い又は調査を求められたときは、応じなければならな

い。 

 

（指示及び報告） 

第 17条 発注者は、受託者がこの契約による業務に係る個人情報の適切な管理を確保す

るため、受託者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提

出を求めることができるものとする。 

２ 受託者は、発注者が要求した場合は、年１回以上、この契約による業務に係る個人

情報の管理状況について、書面で報告するものとする。 

３ 発注者及び受託者は、前項の報告を踏まえ、個人情報の安全管理体制の改善の要否

を協議し、改善が必要と判断したときは、双方協議のうえ対応する。 

 

（契約解除及び損害賠償） 

第 18条 発注者は、受託者が本特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第 19条 前各条までに定めるもののほか、受託者は、個人情報の取扱いに関して、個人

情報保護法、大野城市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第１号）

及び大野城市個人情報の安全管理に関する規程（令和５年規程第７号）を遵守しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、特定個人情報の取扱いに関して、前項に定めるもののほか、番号利用法

及び大野城市特定個人情報の安全管理に関する規程（平成 29年規程第４号）を遵守し

なければならない。 


